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（１） 母子生活支援施設と就業支援

　母子生活支援施設に入所している母子家庭は、配偶者からの暴力の被害者など、母子家庭の
中でも就業自立が容易ではない者も多いと考えられるが、母子生活支援施設自ら職業紹介を行
うなど、施設側においても、就業による自立に向け積極的に取り組むことにより、入所してい
る母子家庭の母4,092人のうち、67.9％の2,778人が就業し、自立に向けた努力を行っている。
その雇用形態については、常用雇用が18.8％、臨時雇用が53.9％となっている（（社福）全国社会
福祉協議会	全国母子生活支援施設協議会「全国母子生活支援施設実態調査」（平成18（2006）年
度））。

（２） 母子生活支援施設の保育機能の充実

　保育所に入所できない母子家庭等の児童に対し、母子生活支援施設の保育室に保育士を配置
し、保育サービスを提供することにより、その保護者の就業による自立の支援を行う事業を平
成15（2003）年度から実施しており、平成19（2007）年度においては、６施設で実施した。

（３） 小規模分園型母子生活支援施設

　母子生活支援施設に入所している母子については、離婚直後など集中的な支援を必要とする
者がいる一方で、近いうちに自立が見込まれる者もいる。こうした今後間もなく自立が見込ま
れる者について、地域の中の住宅地などにおいて小規模分園型母子生活支援施設を設け、本体
施設との十分な連携の下、自立生活の支援を重点的に行っており、平成19（2007）年度において
は、９施設で実施した。

（４） 身元保証人確保対策事業

　母子生活支援施設等を退所する母子家庭等にとって、自立に向けた支援が重要である。この
ため、平成19（2007）年度に、母子生活支援施設等を退所する女性や子どもが就職の際やアパー
トを賃借する際に、施設長等が身元保証人になった際の損害保険契約を、全国社会福祉協議会
が契約者として締結し、その保険料について補助を行う身元保証人確保対策事業を創設した。

図表３－１－１　母子生活支援施設の入所理由別入所状況（平成18（2006）年度新規入所）

入　所　理　由 入所世帯数 理由別割合

総数 2,589 100.0％

夫等の暴力 1,350 52.1％

住宅事情 484 18.7％

経済的理由 446 17.2％

入所前の家庭内環境の不適切 164 6.3％

母親の心身の不安定 76 2.9％

資料：厚生労働省雇用均等・児童家庭局「平成 18（2006）年度母子生活支援施設入退所状況調査」
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